
マイナンバーカード申請の 

お手伝いをします 
無料で顔写真の撮影も行います 

 

 

 

 
 

※マイナンバーカードは、役場町民健康課での受け取りとなります。 

※マイナポイントの申し込み手続きのサポートも行います。 

 

 

 

鳩山町民の 
皆さんへ 

健康保険証としての 

利用申込み 

7,500 円分 

公金受取口座 
の登録 

7,500 円分 

マイナンバーカードの 

新規取得等 

5,000 円分 

写真撮影 

 

ポストに 

投函 

申請書

記入 

電
話
予
約 

●対 象  初めてマイナンバーカードを申請する鳩山町に住民登録がある方 

●期 間  令和 4年 11月 14日(月)～令和 5年 3月 31日(金) 
ただし、祝日、年末年始(12月 29日～翌年 1月 3日)を除きます。 

●時 間  平日 午前 9時 30分～午後 4時 30分 

●場 所  鳩山町役場 町民健康課(1階) 

●持ち物  本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) 

●予 約  ご希望日の 3日前(土・日曜日、祝日を除く)までに役場町民健康課に

お電話ください。 
※例えば、月曜日を予約する場合は前週の水曜日まで、火曜日を予約する場合は前週

の木曜日までに予約ください。 
※申請できるのはご本人または法定代理人です。 
※15歳未満の方の場合は、法定代理人の同行が必要です。 

●問合せ  鳩山町役場 町民健康課 電話 296-5891(直通) 

マイナンバーカードは、もうお持ちですか? 


